
ＪＡいがふるさと投資信託アフターフォロールール

方針

2017年3月に金融庁より公表された「顧客本位の業務運営に関する原則」中の「原則２本文および（注）、原則５（注３）（注５）、原則６

本文および（注１）」に基づき、当組合が制定した「お客様本位の業務運営に関する取組方針」２．お客様本位のご提案と情報提供に従

い、お客様に以下の通りアフターフォローを行うものとする

定期的に実施（1年に1度）することを基本とする他、相場急変時等は随時行うものとする

顧客の経験、意向によっては実施頻度を低下させることも可とするが、顧客のアフターフォロー不要の申し出がある場合は、当該面談記録

の保存を行う。

市場情勢の情報提供

保有ファンドの状況説明とトータルリターンの情報提供

顧客の投資判断に影響を及ぼす情報の提供と反応の確認

顧客の中長期的な資産形成に資する情報の提供

顧客状況の変化の聞き取り（住所、資産状況等）

投資意向・投資予定期間・リスク許容度・ニーズの変更有無

各種制度や法令の変更や制定の情報

アフターフォローの頻度、内容に基づき実施した内容を顧客面談記録に残す。

投資目的や資産状況、リスク許容度等に変更があった場合、顧客面談記録に記録するとともにご意向確認書や「ご投資の目的」のご変更に

ついてを記載し顧客情報を更新する

高齢者・障碍者等に対してアフターフォローを行う際には、お客様の特性（行為能力や意思能力に配慮した分かりやすい説明の実施等）や

商品特性等を踏まえ実施する。（可能な限り家族や推定相続人に同席頂き双方に現状説明等のアフターフォローを実施する）

ＪＡから回転売買や解約の提案は行わない

アフターフォローの結果、顧客意向により解約や乗り換えとなった場合、顧客面談記録に特に具体的に記録を残す

実施すべき事項を年1回以上の研修実施等により外務員に徹底する

漏れが発生しない態勢の（アフターフォロー対応状況の一覧管理および対応状況確認等）整備を行う

必要に応じてモニタリング方法等の改善を図り、効率的かつ実効性のあるモニタリングを行う

営業単位（現場）自らお客様に対し能動的なアフターフォローを行う

アフターフォロー対応状況確認を行う主体が、営業単位（現場）以外の担当部門・担当者である

内容

実施手順

頻度

１．アフターフォロー対応について、以下の事項を行う

アフターフォロー関連実施事項


